
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号

第
一
号
の
主
文
が
審
理
員
意
見
書
又
は
行

政
不
服
審
査
会
等
若
し
く
は
審
議
会
等
の

答
申
書
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
に
は

再
審
査
庁
が
委
員
会
等
で
あ
る

再
審
査
庁
以
外
の
行
政
庁
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の

主
文
が
審
理
員
意
見
書
と
異
な

る
内
容
で
あ
る
と
き
は

第
五
十
条
第
二
項

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政

不
服
審
査
会
等
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
場

合

再
審
査
庁
が
委
員
会
等
で
あ
る

再
審
査
庁
以
外
の
行
政
庁
で
あ

る
場
合

第
五
十
一
条
第
一
項

処
分

原
裁
決
等

第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条

第
六
十
五
条

第
五
十
一
条
第
四
項

及
び
処
分
庁
等
（
審
査
庁
以
外
の
処
分
庁

等
に
限
る
。）

並
び
に
処
分
庁
及
び
裁
決
庁

（
処
分
庁
以
外
の
裁
決
庁
に
限

る
。）

第
五
十
二
条
第
二
項

申
請
を

申
請
若
し
く
は
審
査
請
求
を

棄
却
し
た
処
分

棄
却
し
た
原
裁
決
等

処
分
庁

裁
決
庁
等

申
請
に
対
す
る
処
分

申
請
に
対
す
る
処
分
又
は
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決

第
五
十
二
条
第
三
項

処
分
が

原
裁
決
等
が

処
分
庁

裁
決
庁
等

第
五
十
二
条
第
四
項

処
分
の

原
裁
決
等
の

処
分
が

原
裁
決
等
が

処
分
庁

裁
決
庁
等

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝
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行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
六
十
九
号

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

会
計
検
査
院
関
係
（
第
一
条
）

第
二
章

内
閣
官
房
関
係
（
第
二
条
e

第
六
条
）

第
三
章

内
閣
府
関
係

第
一
節

本
府
関
係
（
第
七
条
e

第
十
二
条
）

第
二
節

公
正
取
引
委
員
会
関
係
（
第
十
三
条
）

第
三
節

国
家
公
安
委
員
会
関
係
（
第
十
四
条
e

第
十
九
条
）

第
四
節

金
融
庁
関
係
（
第
二
十
条
e

第
二
十
七
条
）

第
五
節

消
費
者
庁
関
係
（
第
二
十
八
条
e

第
三
十
二
条
）

第
四
章

総
務
省
関
係
（
第
三
十
三
条
e

第
六
十
八
条
）

第
五
章

法
務
省
関
係
（
第
六
十
九
条
e

第
九
十
条
）

第
六
章

外
務
省
関
係
（
第
九
十
一
条
）

第
七
章

財
務
省
関
係
（
第
九
十
二
条
e

第
百
四
条
）

第
八
章

文
部
科
学
省
関
係
（
第
百
五
条
e

第
百
十
六
条
）

第
九
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
百
十
七
条
e

第
百
八
十
五
条
）

第
十
章

農
林
水
産
省
関
係
（
第
百
八
十
六
条
e

第
二
百
十
一
条
）

第
十
一
章

経
済
産
業
省
関
係
（
第
二
百
十
二
条
e

第
二
百
六
十
二
条
）

第
十
二
章

国
土
交
通
省
関
係
（
第
二
百
六
十
三
条
e

第
三
百
十
九
条
）

第
十
三
章

環
境
省
関
係
（
第
三
百
二
十
条
e

第
三
百
三
十
三
条
）

第
十
四
章

防
衛
省
関
係
（
第
三
百
三
十
四
条
e

第
三
百
四
十
二
条
）

附
則

第
一
章

会
計
検
査
院
関
係

（
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一

項
」
に
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
中
「
三
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
章

内
閣
官
房
関
係

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

第
百
三
条
第
五
項
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

第
十
七
条
の
二
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）」に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
（
審

査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
）」を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」

を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節

ま
で
」
を
「
第
二
章
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
二
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
期
間
）」に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
六

十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
異
議
申
立
て
」
及

び
「
又
は
決
定
」
を
削
る
。

第
百
三
条
第
五
項
中
「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
、「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中「
第
五
項
の
異
議
申
立
て
」

を
「
第
五
項
の
審
査
請
求
」
に
、「
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
」
を
「
同
項
の
審
査
請
求
に
つ
い
て
」
に
、「
決
定
せ
ら
れ

た
」
を
「
裁
決
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
百
六
条
の
四
第
八
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請

求
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
三
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。
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